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令和８年度土浦市ｅスポーツイベント等運営業務委託事業者プロポーザル実施概要書

１ 業務概要

（１）件名

令和８年度土浦市ｅスポーツイベント等運営業務委託

（２）業務の目的

土浦市内の会場で開催するｅスポーツイベント、ｅスポーツ教室、ｅスポーツ講座（以下「ｅ

スポーツイベント等」という。）を通じて、小中学生や高等学校等生徒、専門学校生、大学生等

におけるデジタル人材の育成、デジタルリテラシーの向上を図るとともに、参加者間の交流を実

現することで、土浦市におけるｅスポーツの裾野の拡大を図ることを目的とする。

（３）業務内容

令和８年度における土浦市主催のｅスポーツイベント等の開催（以下①及び②）に係る企画立

案、運営、運用に係る一切の業務

① 小中学生を対象としたｅスポーツイベント等

例として建築型ゲームのクリエイティブモードなどにより、創造性を養い、プログラミング

的思考を学ぶ教室や、ゲームを通じて様々な知識の習得をテーマとした探求学習に資するｅス

ポーツ教室、ワークショップ等の開催業務

② 高等学校等生徒、専門学校生徒、大学生等を対象としたｅスポーツイベント等

高等学校等の生徒、専門学校生徒、大学生等を主な参加の対象としたｅスポーツイベント等

（単日）の開催業務

※ ①と②は別日程とする。

（４）履行場所

土浦市地内

（５）業務期間

契約締結の日から令和９年３月２３日（火）まで

（上記期間内にｅスポーツイベント等（上記①及び②（単日））を開催、①及び②は別日程と

する。）

（６）予算額

① 提案上限額 ５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

② 債務負担行為・継続費設定の有無 無

③ 予算措置の状況（令和８年度当初予算を確保済）

２ プロポーザル方式を採用する理由

本業務はｅスポーツイベント等の開催業務であることから、受注者の有する知見や創意工夫によ

り業務の成果や効率に大きな違いが生じるため、単なる価格競争による入札には適さないもので

す。

事業者それぞれの過去の実績や提案を審査することで、契約業者を決定するプロポーザル方式が

より適しているため、プロポーザル方式で実施するものです。
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３ 実施形式

公募型

４ 参加資格

本プロポーザルに参加を希望する者は、次の要件をすべて満たすものであること。

（１）土浦市工事請負業者等指名停止等措置要綱に基づく指名停止を受けていないこと。

（２）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当しないも

のであること。

（３）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てをしている者（更

生手続開始の決定を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に

基づく再生手続開始の申立てをしている者（再生手続開始の決定を受けている者を除く。）で

ないこと。

（４）土浦市請負工事等における暴力団等の排除対策措置要綱（平成２０年土浦市告示第１３６号）

に基づく排除措置を受けている状態が継続している者でないこと。

（５）ｅスポーツイベント等の開催業務についての受注実績を有すること。ただし業務が完了して

いるものに限る。

５ 募集内容

（１）募集方法

公募要領等の公表については、土浦市ホームページにおいて次のように実施する。

ア 公表期間

令和８年５月１１日（月）から５月２９日（金）まで

イ 公表資料

令和８年度土浦市ｅスポーツイベント等運営業務委託事業者公募要領、令和８年度土浦市ｅ

スポーツイベント等運営業務委託事業者公募要領説明書、令和８年度土浦市ｅスポーツイベン

ト等運営業務委託事業者プロポーザル実施概要書、各様式

（２）申し込み方法

ア 参加表明書の受付期限

令和８年５月２９日（金）午後５時まで

イ 企画提案書の受付期限

令和８年６月１９日（金）午後５時まで

６ 審査概要

（１）選定委員会の設置

土浦市ｅスポーツイベント開催業務委託プロポーザル選定委員会

（２）選定委員会の所掌事務

① 応募要領の検討に関すること。

② 選定基準の作成及び提案者の選定に関すること。

③ 審査及び評価基準の作成並びに契約候補者の特定に関すること。

④ その他、委託事業者の選定及び特定に関し必要と認められる事項

（３）委員構成

委員長 市長公室長

委 員 市長公室シティプロモーション課長

委 員 市長公室シティプロモーション課移住・定住戦略室長
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委 員 産業経済部商工観光課観光物産係長

委 員 ｅスポーツに関し知見を有する者

（４）審査方法

審査基準

※１者のみ参加表明があった場合においても、プロポーザルは実施する。

※事業者採択に係る各項目の最低点は、それぞれ５０％以上とする。

７ 日程案

８ 情報公開及び提供

選定、特定の結果は全ての各参加表明者、提案者に書面により通知する。

また、特定をされた契約候補者並びに当該特定に係る審査及び評価の結果を市ホームページ公

表するものとする。ただし、契約候補者以外の提案者名については公表しないこととする。

選定の内容、選定結果に至った経緯、各項目の点数等、採点内容に関する問合せにはいかなる

形でも一切応じない。

９ その他

（１）提案に要する費用は、すべて参加者の負担とする。

（２）本業務を委託する相手方の決定については、選定された受託候補者を対象として内部手続き

評価基準 配点

会社の財務状況 経営状況を評価

※過去の決算状況や資本の額など。
１０

会社の実績 eスポーツイベント業務の実績を評価
※実績業務の規模や回数、類似性など。

３０

提案の内容 自主事業の内容を評価

※提案が目的に沿うものであるかなど。
５０

見積額 提案金額を評価 １０

令和８年 ４月１０日（金） 土浦市工事請負業者等選考委員会の開催

令和８年 ４月２２日（水）
第１回選定委員会

（委員の委嘱等、募集要項等の審議）

令和８月 ５日 ８日（金） 公告

令和８月 ５月１１日（月）～

５月２２日（金）

質問受付期間

（応募資格に関すること等）

令和８月 ５月２７日（水）まで 質問回答

令和８月 ５月２９日（金） 参加表明書提出期限

令和８月 ６月 ３日（水）
第２回選定委員会

（参加表明書の審査及び応募資格の確認等）

令和８年 ６月上旬 審査結果通知・技術提案の要請

令和８年 ６月１９日（金） 企画提案書提出期限

令和８年 ６月２６日（金）
第３回選定委員会

（ヒアリング、審査）

令和８年 ７月上旬 審査結果通知
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を経た上で決定するので、受託候補者の特定をもって決定するものではない。

（３）次のいずれかに該当した者は失格とする。

・本件プロポーザル公告後、選定委員会委員と本業務に関する接触を求めた者

・見積金額が委託料上限額を超える者 等

（４）提案書等に虚偽の記載をした場合には、提案書等を無効とするとともに、虚偽の記載をした

者に対して指名停止措置を行うことがある。


